
　

一
党
支
配
体
制
国
家
に
と
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
党
政
関
係
を
構
築
す
る
か
は

統
治
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
問
題
で

あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
党
政
関
係
の
解

明
は
一
党
支
配
体
制
国
家
の
統
治
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
鍵

と
い
え
る
。
で
は
、
ラ
オ
ス
人
民
革
命

党
は
ど
の
よ
う
な
党
政
関
係
を
構
築
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
は
、マ
ー
テ
ィ
ン
・
ス
チ
ュ

ア
ー
ト
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
（M

artin 
Stuart-Fox

）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

党
幹
部
が
国
家
幹
部
を
兼
任
し
て
い
る

こ
と
を
理
由
に
、
党
に
よ
る
国
家
へ
の

「
絶
対
的
」
指
導
が
保
障
さ
れ
る
と
の

見
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
（
参
考
文
献

①
）。
確
か
に
、
党
幹
部
が
国
家
幹
部

を
兼
任
す
る
こ
と
で
、
党
に
よ
る
国
家

へ
の
指
導
は
一
応
確
保
さ
れ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
、
党
に
よ
る
国
家
管
理
の
一

面
に
過
ぎ
な
い
。
党
政
関
係
を
よ
り
包

括
的
に
理
解
す
る
に
は
、
党
が
組
織
と

し
て
ど
の
よ
う
に
国
家
を
指
導
し
て
い

る
の
か
、
組
織
的
関
与
の
あ
り
方
を
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
各
行
政
レ
ベ
ル
と

国
家
機
関
に
設
置
さ
れ
た
党
組
織
が
、

ど
の
よ
う
に
経
済
・
社
会
開
発
計
画（
以

下
、
経
済
計
画
）
作
成
過
程
に
関
与
す

る
の
か
を
考
察
し
、
国
家
に
対
す
る
党

の
組
織
的
関
与
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に

す
る
。
経
済
計
画
を
事
例
と
し
て
取
り

上
げ
る
の
は
、
中
央
か
ら
末
端
ま
で
す

べ
て
の
行
政
級
と
国
家
機
関
が
計
画
作

成
に
参
加
す
る
た
め
で
あ
る
。
ラ
オ
ス

の
行
政
レ
ベ
ル
は
四
つ（
中
央
、県
、郡
、

村
）
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
縦
に

貫
く
よ
う
に
中
央
省
庁
が
出
先
機
関
を

郡
ま
で
置
き
、
ま
た
、
行
政
レ
ベ
ル
と

国
家
機
関
の
す
べ
て
に
党
組
織
が
設
置

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
経
済
計
画
を

取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
同
じ
事
象
に
関

す
る
党
組
織
の
関
与
を
縦
と
横
そ
れ
ぞ

れ
か
ら
考
察
し
比
較
検
討
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
党
政
関
係
を
よ

り
包
括
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
ろ
う
。

　

経
済
計
画
作
成
過
程
は
、
二
〇
〇
四

年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
か
け
て
全
一
七

都
・
県
の
内
一
二
県（
ポ
ン
サ
リ
ー
、ル

ア
ン
ナ
ム
タ
ー
、
ル
ア
ン
パ
バ
ー
ン
、

ウ
ド
ム
サ
イ
、ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
、ボ
リ

カ
ム
サ
イ
、カ
ム
ア
ン
、サ
ワ
ン
ナ
ケ
ー

ト
、チ
ャ
ン
パ
ー
サ
ッ
ク
、セ
コ
ー
ン
、

サ
ラ
ワ
ン
、ア
ッ
タ
プ
ー
）で
行
っ
た
聞

き
取
り
調
査
に
基
づ
い
て
い
る
。
聞
き

取
り
は
主
に
、
中
央
の
計
画
・
投
資
委

員
会（Com

m
ittee for Planning and 

Investm
ent 

：
Ｃ
Ｐ
Ｉ
、
現
計
画
・
投

資
省
）と
そ
の
県
・
郡
出
先
機
関
、農
林

省
と
そ
の
県
・
郡
出
先
機
関
、
そ
し
て

村
で
行
っ
た
。
Ｃ
Ｐ
Ｉ
と
そ
の
出
先
機

関
は
全
体
計
画
を
作
成
す
る
計
画
担
当

機
関
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
計
画
全
体
を

担
当
す
る
機
関
と
個
別
省
庁
の
そ
れ
ぞ

れ
の
計
画
作
成
過
程
を
跡
づ
け
、
党
政

関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
考
え
る
。

● 

党
・
政
府
文
書
か
ら
み
た
計
画

作
成
過
程

　

図
1
は
、
党
や
政
府
の
文
書
で
規
定

さ
れ
た
計
画
作
成
過
程
で
あ
る
。
政
府

か
ら
公
布
さ
れ
た
通
達
が
県
、
郡
を

通
っ
て
村
ま
で
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
公
布

さ
れ
、計
画
は
通
達
過
程
と
は
反
対
に
、

村
か
ら
郡
、
県
、
そ
し
て
中
央
へ
と
ボ

ト
ム
ア
ッ
プ
で
作
成
さ
れ
る
。
ま
た
図

か
ら
は
、
通
達
過
程
に
お
け
る
党
の
関

与
が
な
い
一
方
、計
画
作
成
過
程
で
は
、

計
画
が
ひ
と
つ
上
の
行
政
レ
ベ
ル
に
送

ら
れ
る
際
に
は
、
党
執
行
委
員
会
と
行

政
の
長
の
同
意
を
得
、
最
後
に
党
中
央

執
行
委
員
会
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
規
定
か
ら
は
、
党
組
織

の
関
与
に
関
す
る
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。

　

以
下
で
は
、
二
〇
〇
五
／
〇
六
年
度

と
二
〇
〇
六
／
〇
七
年
度
経
済
・
社
会

開
発
計
画
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
を

基
に
、
実
際
の
経
済
計
画
作
成
過
程
を

み
る
こ
と
に
す
る
。

●
中
央
に
お
け
る
通
達
過
程

　

中
央
か
ら
の
通
達
に
は
首
相
命
令
と

Ｃ
Ｐ
Ｉ
通
達
の
二
種
類
あ
る
。
こ
の
二

つ
の
文
書
を
作
成
す
る
の
は
Ｃ
Ｐ
Ｉ
総

計
画
局
マ
ク
ロ
経
済
総
合
分
析
課
で
あ

る
。
マ
ク
ロ
経
済
総
合
分
析
課
は
、
関

係
各
機
関
と
協
力
し
な
が
ら
草
案
を
作

成
し
Ｃ
Ｐ
Ｉ
委
員
長
に
送
る
。
委
員
長

が
承
認
後
、
草
案
は
首
相
府
官
房
（
現

政
府
官
房
）
に
送
ら
れ
る
。
こ
の
過
程

で
Ｃ
Ｐ
Ｉ
内
の
党
組
織
が
関
与
す
る
こ

と
は
な
い
。

　

首
相
府
官
房
は
閣
議
提
出
前
に
草
案

の
最
終
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
。
そ
の
後
、

最
終
案
は
閣
議
に
提
出
さ
れ
、
承
認
を

特 集

党
政
関
係
の
実
態

―
経
済
・
社
会
開
発
計
画
作
成
過
程
の
事
例
か
ら

山
田
紀
彦

ラオスにおける
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得
た
後
に
署
名
し
公
布
さ
れ
る
。
こ
の

過
程
で
官
房
内
の
党
組
織
が
関
与
す
る

こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
草
案
が
党
中
央

執
行
委
員
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
も
な

い
。
つ
ま
り
、
中
央
の
通
達
作
成
過
程

に
お
い
て
党
組
織
は
一
切
関
与
し
な
い

の
で
あ
る
。

　

一
方
、
地
方
で
は
党
の
関
与
が
み
ら

れ
た
。
例
え
ば
、
ル
ア
ン
パ
バ
ー
ン
県

は
中
央
通
達
受
領
後
、
県
の
党
最
高
意

思
決
定
機
関
で
あ
る
党
常
務
委
員
会
や

各
課
が
参
加
す
る
会
議
を
開
催
し
、
公

共
投
資
額
や
重
点
開
発
地
域
等
に
つ
い

て
話
し
合
っ
て
い
る
（
参
考
文
献
⑥
）。

た
だ
実
際
の
通
達
内
容
を
み
る
と
、
計

画
作
成
期
日
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
党
常
務
委
員
会
の
関
与
は
形
式
的

に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
同
じ
こ
と
が

ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
県
や
チ
ャ
ン
パ
ー

サ
ッ
ク
県
で
も
み
ら
れ
た
。

　

一
方
ボ
リ
カ
ム
サ
イ
県
で
は
、
Ｃ
Ｐ

Ｉ
設
定
数
値
よ
り
も
高
い
県
独
自
の
Ｇ

Ｄ
Ｐ
成
長
率
目
標
や
公
共
投
資
増
加
率

が
定
め
ら
れ
、
党
常
務
委
員
会
が
具
体

的
な
指
導
を
行
っ
て
い
た
（
参
考
文
献

⑦
）。
ま
た
、
ア
ッ
タ
プ
ー
県
サ
マ
ッ

キ
ー
サ
イ
郡
で
は
、
郡
党
書
記
（
兼
郡

長
）、党
常
務
委
員
、党
執
行
委
員
の
他
、

国
家
や
大
衆
組
織
の
代
表
が
参
加
す
る

党
常
務
委
員
会
拡
大
会
議
が
開
催
さ

れ
、
県
通
達
の
内
容
を
伝
え
て
い
た
。

会
議
は
あ
く
ま
で
形
式
的
に
過
ぎ
な
い

が
、
通
達
過
程
で
党
や
国
家
機
関
の
代

表
が
一
堂
に
集
ま
る
会
議
が
開
催
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

党
組
織
の
関
与
を
基
準
に
地
方
の
通

達
過
程
を
分
類
す
る
と
表
1
の
よ
う
に

な
る
。
表
か
ら
は
、
通
達
過
程
に
お
い

て
党
常
務
委
員
会
が
関
与
す
る
県
や
郡

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
通

達
内
容
か
ら
は
、
党
常
務
委
員
会
の
関

与
は
形
式
的
に
過
ぎ
な
い
と
判
断
で

き
、
調
査
の
な
か
で
具
体
的
に
関
与
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
ボ
リ
カ
ム

サ
イ
県
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
通
達
過

程
で
、
県
計
画
課
や
郡
計
画
事
務
所
内

の
党
組
織
が
関
与
す
る
と
こ
ろ
は
一
カ

所
も
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
通
達
過
程
で
は
、
党

組
織
の
実
質
的
な
関
与

は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で

あ
る
。
で
は
、
農
林
部

門
に
お
け
る
通
達
過
程

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

● 

農
林
部
門
に
お
け

る
通
達
過
程

　

首
相
命
令
と
Ｃ
Ｐ
Ｉ

通
達
を
受
領
後
、
農
林

省
計
画
局
は
農
林
省
通

達
を
作
成
す
る
。
こ
の

際
、
省
内
の
党
組
織
が

関
与
す
る
こ
と
は
な

い
。
県
レ
ベ
ル
で
も
、

ウ
ド
ム
サ
イ
県
を
除
い

て
党
組
織
が
関
与
す
る

と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

　

ウ
ド
ム
サ
イ
県
農
林
課
は
、
県
計
画

課
通
達
を
受
領
後
、
課
内
の
党
単
位
が

計
画
作
成
に
関
す
る
協
議
を
行
い
、
各

班
（
灌
漑
や
畜
産
等
）
を
招
集
し
業
務

を
振
り
わ
け
る
。
党
単
位
と
は
、
正
党

員
が
三
人
以
上
い
る
場
所
で
設
置
で
き

る
末
端
の
党
組
織
で
あ
る
。
一
方
郡
で

は
、
党
組
織
の
関
与
は
全
く
み
ら
れ
な

か
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
地
方
の
通
達
過
程
で
は
、

全
体
の
過
程
で
も
セ
ク
タ
ー
の
過
程
で

も
、
党
組
織
が
実
質
的
に
関
与
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。次
に
、

計
画
作
成
過
程
を
み
て
み
よ
う
。

国家経済・社会開発計画と投資計画を承認

指導を行う

国家計画と投資計画の検査、承認

国家経済・社会開発計画作成

県知事、県党執行委員会が承認

村は資料を提供し、計画を作成する

郡長、郡党執行委員会が承認

計画の公布

資金、重点事業、目標及びその他
計画作成のための指導命令

計画作成方法に
関する指導命令

中央部門計画作成部門による指導方針

県開発計画の検査と重点を
定めるため地域会議を開催

指導を行う

指導を行う

県計画作成県官房

郡官房

通達を公布する

通達を公布する

通達を公布する

通達を受領する

県部門計画作成

郡計画作成

郡部門計画作成

国会

党中央委員会

政府

計画・投資
委員会

省／部門

地域

県知事

県計画課

県級部門

郡長

郡計画事務所

郡級部門

村

（出所）参考文献②、③、④、⑤を基に筆者作成。

図1　経済・社会開発年次計画作成過程

表1　地方計画部門の通達作成過程における党組織の関与
県レベル 県名

党常務委員会が参加する県レベルの会議
が開催される。

ルアンパバーン県、チャンパーサック県、ル
アンナムター県

県計画課が通達を作成する際、党常務委
員会や指導層の指導を受ける。

ヴィエンチャン県、ボリカムサイ県、ウドム
サイ県、アッタプー県

場合によって党常務委員会が関与する。 サワンナケート県

党組織が関与しない。 セコーン県、ポンサリー県、カムアン県、サ
ラワン県

郡レベル 郡名

郡党常務委員会が単独で戦略を協議する。 ルアンナムター郡（ルアンナムター）、カイ
ソーン・ポムヴィハーン郡（サワンナケート）

計画事務所が通達を作成する際、党常務
委員会と協議する。

ラマーム郡（サラワン）、パクサン郡（ボリカ
ムサイ）、ルアンパバーン郡（ルアンパバーン）

郡党常務委員会拡大会議が開催される サマッキーサイ郡（アッタプー）

党組織が関与しない。 タケーク郡（カムアン）、サイ郡（ウドムサイ）、
サラワン郡（サラワン）、パクセー郡（チャン
パーサック）、ポンホーン郡（ヴィエンチャン）

（出所）聞き取り調査を基に筆者作成。
（注）括弧内は県名。
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● 

農
林
部
門
に
お
け
る
計
画
作
成

過
程

　

図
1
で
は
村
で
の
計
画
作
成
が
規
定

さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
計
画
を
作
成

す
る
の
は
開
発
重
点
地
区
等
に
指
定
さ

れ
た
村
に
限
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
筆

者
が
調
査
を
行
っ
た
一
六
村
の
内
、
一

五
村
は
計
画
を
作
成
し
て
い
な
か
っ

た
。
村
の
役
割
は
主
に
デ
ー
タ
を
収
集

し
、
郡
に
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
サ
ラ
ワ
ン
県
サ
ラ
ワ
ン
郡

農
林
事
務
所
は
、
村
の
デ
ー
タ
を
基
に

郡
農
林
計
画
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の

後
、
作
成
し
た
計
画
は
党
単
位
に
送
ら

れ
る
。
た
だ
、
農
林
事
務
所
に
独
自
の

党
単
位
は
な
く
、
商
業
、
農
業
、
計
画
、

財
務
の
経
済
四
部
門
が
合
同
で
党
単
位

を
形
成
し
て
い
る
。
党
単
位
は
、
公
共

投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
案
の
優
先
順
位
等

を
決
定
す
る
。
複
数
の
公
共
投
資
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
提
案
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ

に
対
し
優
先
順
位
を
付
け
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
サ
ラ
ワ
ン
郡
で
は
、
農
林

部
門
の
計
画
は
他
部
門
の
幹
部
を
交
え

て
党
単
位
で
協
議
さ
れ
、
最
終
承
認
を

得
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ラ
ワ
ン
県
農
林

課
も
郡
と
ほ
ぼ
同
様
の
過
程
を
辿
る
。

た
だ
し
、
県
農
林
課
は
独
自
の
党
委
員

会
（
党
員
九
人
以
上
で
設
置
で
き
る
党

組
織
）
を
持
っ
て
い
る
。
サ
ラ
ワ
ン
県

農
林
部
門
で
は
、
郡
・
県
共
に
党
組
織

が
行
政
組
織
と
は
別
に
会
議
を
開
催

し
、
計
画
作
成
過
程
に
直
接
関
与
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
ア
ッ
タ
プ
ー
県
サ
マ
ッ
キ
ー

サ
イ
郡
農
林
事
務
所
で
は
、
計
画
は
所

内
委
員
会
（
行
政
側
の
組
織
で
あ
り
所

長
と
副
所
長
二
人
に
よ
り
構
成
）
で
協

議
さ
れ
、
所
内
の
党
単
位
が
直
接
関
与

す
る
こ
と
は
な
い
。
理
由
は
、
所
内
委

員
会
と
党
単
位
の
構
成
員
が
同
じ
で
あ

り
、
所
内
委
員
会
の
承
認
を
党
単
位
の

承
認
と
「
み
な
す
」
た
め
で
あ
る
。
県

で
も
同
様
の
「
み
な
し
」
が
行
わ
れ
て

い
る
。「
み
な
し
」
は
、
セ
コ
ー
ン
県
、

ボ
リ
カ
ム
サ
イ
県
、
チ
ャ
ン
パ
ー
サ
ッ

ク
県
パ
ク
セ
ー
郡
等
で
も
み
ら
れ
た
。

　

党
組
織
の
関
与
を
基
準
に
、
地
方
農

林
部
門
の
計
画
作
成
過
程
を
ま
と
め
る

と
表
2
の
よ
う
に
な
る
。
表
か
ら
は
、

通
達
過
程
よ
り
も
党
組
織
の
関
与
が
多

い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
必
ず
し
も

す
べ
て
の
県
や
郡
で
党
組
織
が
関
与
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
党

組
織
の
役
割
は
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、

承
認
方
法
は
各
党
組
織
や
行
政
の
判
断

に
任
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
中
央
の
農
林
省
で
は
、
計
画
局

が
国
家
農
林
計
画
を
ま
と
め
た
後
、
各

局
と
の
個
別
協
議
に
て
計
画
を
修
正

し
、
大
臣
、
副
大
臣
、
官
房
局
長
に
送

る
。
計
画
局
は
三
人
の
コ
メ
ン
ト
を
受

け
て
計
画
を
修
正
し
た
後
、
省
内
党
委

員
会
に
送
り
承
認
を
受
け
る
。
つ
ま
り

国
家
農
林
計
画
は
、
最
終
的
に
省
内
の

党
最
高
意
思
決
定
機
関
の
承
認
を
得
る

こ
と
に
な
る
。

● 

地
方
全
体
計
画
作
成

過
程

　

農
林
部
門
計
画
と
異
な

り
、
全
体
計
画
作
成
過
程
で

は
必
ず
党
常
務
委
員
会
が
関

与
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
サ

ワ
ン
ナ
ケ
ー
ト
県
カ
イ
ソ
ー

ン
・
ポ
ム
ヴ
ィ
ハ
ー
ン
郡
計

画
事
務
所
で
は
、
所
内
の
党

組
織
は
関
与
せ
ず
に
計
画
が

作
成
さ
れ
る
。
し
か
し
作
成

さ
れ
た
計
画
は
、
郡
党
常
務

委
員
会
会
議
で
検
討
さ
れ
、

各
部
門
の
公
共
投
資
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
案
の
採
用
／
不
採

用
、
ま
た
、
優
先
順
位
が
決

定
さ
れ
る
。
こ
の
後
、
国
家
や
大
衆
組

織
の
代
表
も
参
加
す
る
郡
党
常
務
委
員

会
拡
大
会
議
が
開
催
さ
れ
、
計
画
が
審

議
さ
れ
る
。
会
議
後
、
計
画
事
務
所
は

修
正
し
た
計
画
を
再
び
党
常
務
委
員
会

に
提
出
し
、
最
終
的
な
承
認
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
県
内
の
各
郡
や
部
門
か
ら
計

画
を
受
け
取
っ
た
サ
ワ
ン
ナ
ケ
ー
ト
県

計
画
課
は
、
県
計
画
を
ま
と
め
県
知
事

に
提
出
す
る
。
そ
の
際
、
課
内
の
党
単

位
が
関
与
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
作
成

さ
れ
た
計
画
は
県
党
常
務
委
員
会
拡
大

会
議
で
検
討
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
計
画

課
は
会
議
結
果
を
基
に
計
画
を
修
正

し
、
再
度
党
常
務
委
員
会
に
提
出
し
承

認
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
計
画
作
成

過
程
の
詳
細
は
各
県
や
郡
で
若
干
異
な

る
が
、
調
査
地
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
お
い

て
こ
の
よ
う
な
過
程
を
辿
っ
て
い
た
。

　

地
方
計
画
作
成
過
程
を
党
組
織
の
関

与
を
基
準
に
分
類
す
る
と
、
表
3
の
よ

う
に
な
る
。
表
か
ら
は
、
関
与
の
仕
方

は
異
な
る
も
の
の
、
す
べ
て
の
県
と
郡

に
お
い
て
計
画
承
認
の
際
に
党
常
務
委

員
会
が
関
与
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
郡

か
ら
県
、
県
か
ら
中
央
と
、
下
級
か
ら

上
級
に
計
画
が
送
ら
れ
る
際
に
は
必

ず
、
当
該
級
の
党
常
務
委
員
会
の
承
認

を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
県
計
画
課
や
郡
計
画
事
務
所

に
設
置
さ
れ
て
い
る
党
組
織
の
関
与

は
、
ボ
リ
カ
ム
サ
イ
県
、
ウ
ド
ム
サ
イ

県
、
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
県
、
ル
ア
ン
パ

バ
ー
ン
県
、
ポ
ン
サ
リ
ー
県
の
五
県
、

タ
ケ
ー
ク
郡
と
ル
ア
ン
パ
バ
ー
ン
郡
の

表2　地方農林部門内計画作成過程への党組織の関与
県レベル 県名

党委員会/党単位が直接的に関与
する。

サラワン県、サワンナケート県、ウド
ムサイ県

党委員会/党単位が間接的に関与
する。

アッタプー県、チャンパーサック県、
セコーン県、ボリカムサイ県

党組織が関与しない。 ヴィエンチャン県、ルアンパバーン県、
カムアン県、ポンサリー県

郡レベル 郡名

党単位が直接的に関与する。 サラワン郡（サラワン）、カイソーン・
ポムヴィハーン郡（サワンナケート）、
パクサン郡（ボリカムサイ）

党単位が間接的に関与する。 サマッキーサイ郡（アッタプー）パク
セー郡（チャンパーサック県）

党組織が関与しない。 ラマーム郡（セコーン）、タケーク郡（タ
ケーク）、ポンホーン郡（ヴィエンチャ
ン）、ポンサリー郡（ポンサリー）

（出所）聞き取り調査を基に筆者作成。
（注）括弧内は県名。

12アジ研ワールド・トレンド No.200 （2012. 5）



二
郡
で
し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
通
達

過
程
よ
り
も
党
組
織
の
関
与
は
多
い
も

の
の
、
計
画
作
成
と
い
う
重
要
な
場
合

で
も
末
端
党
組
織
の
関
与
は
絶
対
的
な

も
の
で
は
な
く
、
通
達
過
程
と
同
様
に

任
意
と
考
え
ら
れ
る
。

●
中
央
の
計
画
作
成
過
程

　

最
後
に
、
中
央
に
お
け
る
国
家
計
画

作
成
過
程
を
み
よ
う
。
各
県
と
省
庁
か

ら
計
画
を
受
け
取
っ
た
Ｃ
Ｐ
Ｉ
で
は
、

マ
ク
ロ
経
済
総
合
分
析
課
が
全
体
計
画

を
ま
と
め
、
Ｃ
Ｐ
Ｉ
委
員
長
に
提
出
す

る
。
そ
の
後
、
計
画
は
委
員
会
内
の
会

議
で
承
認
さ
れ
る
。
こ
の
過
程
で
Ｃ
Ｐ

Ｉ
内
の
党
委
員
会
は
関
与
し
な
い
。

　

計
画
は
、
中
央
や
地
方
の
会
議
で
再

度
審
議
さ
れ
修
正
が
加
え
ら
れ
た
後
、

閣
議
を
経
て
党
中
央
執
行
委
員
会
に
送

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
五
／
〇
六

年
度
計
画
作
成
の
際
に
は
、
党
中
央
執

行
委
員
会
は
政
府
が
提
案
し
た
目
標
数

値
を
承
認
す
る
と
共
に
、
商
品
生
産
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
焼
畑
削
減
に
関
す
る
詳

細
な
業
務
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
作
成
す
る

よ
う
政
府
に
指
示
を
出
し
て
い
る
（
参

考
文
献
⑧
）。
そ
し
て
計
画
は
、
党
中

央
執
行
委
員
会
を
通
過
後
に
国
会
に
提

出
さ
れ
最
終
承
認
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
最
終
段
階
で
も
、
当
該
級

の
党
最
高
意
思
決
定
機
関
の
承
認
を
得

て
い
る
の
で
あ
る
。

●
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
経
済
・
社
会
開
発
計
画

作
成
過
程
に
、
各
レ
ベ
ル
の
党
組
織
が

ど
の
よ
う
に
関
与
す
る
の
か
を
み
て
き

た
。そ
こ
か
ら
は
、計
画
作
成
過
程
に
お

け
る
党
組
織
の
関
与
は
、
行
政
レ
ベ
ル

や
計
画
作
成
の
段
階
に
よ
っ
て
多
様
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。ま
た
、す
べ
て

の
段
階
で
党
組
織
が
か
か
わ
る
の
で
は

な
く
、
特
に
通
達
過
程
で
は
、
下
級
や

セ
ク
タ
ー
組
織
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る

党
組
織
の
関
与
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と

も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

一
方
、
計
画
作
成
過
程
で
は
、
下
級

や
セ
ク
タ
ー
内
党
組
織
が
関
与
す
る
場

合
が
多
い
。
た
だ
、
末
端
レ
ベ
ル
に
お

け
る
党
組
織
の
関
与
は
統
一
さ
れ
て
お

ら
ず
、
ま
た
、
行
政
会
議
へ
の
党
幹
部

へ
の
参
加
を
党
組
織
の
承
認
と
す
る

「
み
な
し
」
を
行
う
等
曖
昧
な
も
の
も

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
県
と
郡
で
は
、
公
共
投
資

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
優
先
順
位
を
決
め
、

計
画
の
最
終
承
認
を
行
う
段
階
で
は
必

ず
当
該
級
の
党
常
務
委
員
会
が
関
与

し
、
党
と
国
家
の
役
割
は
区
別
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
は
中
央
レ
ベ
ル
で
も
同
様

で
あ
っ
た
。
最
も
重
要
な
段
階
で
は
、

党
と
国
家
の
機
能
を
曖
昧
に
す
る
こ
と

な
く
、
党
が
組
織
と
し
て
国
家
を
指
導

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ

ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
党
の
国
家

に
対
す
る
絶
対
的
な
優
位
は
、
必
ず
し

も
す
べ
て
の
問
題
や
過
程
に
適
用
で
き

る
わ
け
で
は
な
く
、
党
と
国
家
は
問
題

の
重
要
度
や
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
多
様
な

関
係
を
築
い
て
い
る
と
い
え
る
。

（
や
ま
だ　

の
り
ひ
こ
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

東
南
ア
ジ
ア
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
）
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表3　地方計画作成過程への党組織の関与
県レベル 県名

党常務委員会拡大会議を開催し、か
つ、党常務委員会単独でも会議を開
催し承認する。

サワンナケート県、アッタプー県、
セコーン県、チャンパーサック県、ル
アンパバーン県、ルアンナムター県、
ヴィエンチャン県、ポンサリー県、
ボリカムサイ県

党常務委員会拡大会議を開催せず、
党常務委員会の単独会議で承認する。

サラワン県、カムアン県

党常務委員会拡大会議のみで承認す
る。

ウドムサイ県

計画部門内党単位が指導を行う。 ボリカムサイ県、ウドムサイ県、ヴィ
エンチャン県、ルアンパバーン県、
ポンサリー県

郡レベル 郡名

党常務委員会拡大会議を開催し、か
つ、党常務委員会単独でも会議を開
催し承認する。

サマッキーサイ郡（アッタプー）ウトゥ
ムポーン郡（サワンナケート）、ラマー
ム郡（セコーン）、サイ郡（ウドムサイ）、
カイソーン・ポムヴィハーン郡（サワ
ンナケート）、サラワン郡（サラワン）、
パクセー郡（チャンパーサック）

党常務委員会を開催せず、党常務委員
会の単独会議で承認する。

ポンホーン郡（ヴィエンチャン県）、
パクサン郡（ボリカムサイ）

党常務委員会拡大会議のみで承認す
る。

ルアンナムター郡（ルアンナムター）、
シン郡（ルアンナムター）、ルアンパ
バーン郡（ルアンパバーン）、タケー
ク郡（カムアン）、

計画部門内党単位が指導を行う。 ルアンパバーン郡（ルアンパバーン）、
タケーク郡（カムアン）

（出所）聞き取り調査を基に筆者作成。
（注）括弧内は県名。
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